
公示第１６６号 

 
名古屋税関における税関官署の開庁時間について（平成２０年公示第１７４号）の

一部を次のように改正し、平成３０年７月１日から適用する。 

 
  平成３０年６月１８日 

 
名古屋税関長 廣瀨 行成   

 
  別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように

改める。 

 



 

名古屋税関における税関官署の開庁時間について（公示） （平成２０年税関長公示第１７４号） 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

 

凡例：（省略） 

許可・承認等の区分 官 署 平日 土曜日 日曜日 休日 備考 

 

（省略） 

 

・法第 43 条の３第１項（法第

61条の４において準用する

場合を含む。）の承認 

・法第 62 条の３第１項の承認 

・法第 62 条の 10 の承認 

・法第 63 条第１項の承認 

・法第 67 条の許可（法第 75

条において準用する場合を

含む。以下同じ。）（別送品

及びコンテナー条約第２条

の適用を受けるコンテナー

を除く。） 

・法第 73 条第１項の承認 

 

（省略） 

四日市税関

支署 

08:30- 

19:00 
－ － －  

（削除） (削除) (削除) (削除) (削除)  

上記以外の

官署 

08:30- 

17:15 
－ － －  

 

・法第 61 条第１項（法第 62

条の 15 において準用する

場合を含む。）の許可 

・法第 62 条の５（法第 62 条

の 15 において準用する場

合を含む。）の許可 

本関 
08:30- 

17:45 
－ － －  

上記以外の

官署 

08:30- 

17:15 
－ － －  

 

・法第 67 条の許可（別送品に

限る。） （省略） 

 

凡例：（同左） 

許可・承認等の区分 官 署 平日 土曜日 日曜日 休日 備考 

 

（同左） 

 

・法第 43 条の３第１項（法第

61条の４において準用する

場合を含む。）の承認 

・法第 62 条の３第１項の承認 

・法第 62 条の 10 の承認 

・法第 63 条第１項の承認 

・法第 67 条の許可（法第 75

条において準用する場合を

含む。以下同じ。）（別送品

及びコンテナー条約第２条

の適用を受けるコンテナー

を除く。） 

・法第 73 条第１項の承認 

 

（同左） 

四日市税関

支署 

08:30- 

19:00 
－ － －  

稲永出張所 
08:30- 

17:45 
 － － －  

上記以外の

官署 

08:30- 

17:15 
－ － －  

 

・法第 61 条第１項（法第 62

条の 15 において準用する

場合を含む。）の許可 

・法第 62 条の５（法第 62 条

の 15 において準用する場

合を含む。）の許可 

本関 

稲永出張所 

08:30- 

17:45 
－ － －  

上記以外の

官署 

08:30- 

17:15 
－ － －  

 

・法第 67 条の許可（別送品に

限る。） （同左） 



 

改 正 後 改 正 前 

 

 

・法第 67 条の許可（コンテナ

ー条約第２条の適用を受け

るコンテナーに限る。） 

（省略） 

四日市税関

支署 

08:30- 

19:00 
－ － －  

（削除） (削除) (削除) (削除) (削除)  

上記以外の

官署 

08:30- 

17:15 
－ － －  

 

 

・法第 102 条第１項の交付 

本関 
08:30- 

17:45 
－ － －  

（省略） 

 

 

 

・法第 67 条の許可（コンテナ

ー条約第２条の適用を受け

るコンテナーに限る。） 

（同左） 

四日市税関

支署 

08:30- 

19:00 
－ － －  

稲永出張所 
08:30- 

17:45 
－ － －  

上記以外の

官署 

08:30- 

17:15 
－ － －  

 

 

・法第 102 条第１項の交付 

本関 

稲永出張所 

08:30- 

17:45 
－ － －  

（同左） 

 

 


